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１．所見 

ＮＤＣ（国内データセンター）－１（日本気象協会に委託）において、ウィ

ーンに本部を有する包括的核実験禁止条約機関（ＣＴＢＴＯ）準備委員会の国

際監視制度（ＩＭＳ）の下で暫定運用されている地震波観測所で検知された複

数の観測所の波形データを解析した結果、自然地震の波形とは明らかに異なり、

爆発事象の特徴を有する波形が得られたことから、自然地震ではなく、核爆発

を含む人工的な爆発事象であると結論づけることができる。 

 

核爆発であったとの技術的な検証は、放射性核種（希ガスまたは微粒子）の

検出により最終的に確認される必要がある。１７日夕の時点では、ＮＤＣ（国

内データセンター）－２（日本原子力研究開発機構に委託）が監視している日

本およびその他のＩＭＳ観測所のデータからは、核爆発を裏付ける根拠は得ら

れなかった。 

  

２． 放射性核種の監視 

 昨１６日以降、ＮＤＣ－２による解析対象の試料は、すべて北朝鮮の事象発

生後に大気捕集されたものとなった。本１７日の解析対象期間において、ＮＤ

Ｃ－２による解析の結果、希ガス（放射性キセノン）については高崎観測所で

Ｘｅ－１３３が検出されたが、通常の変動範囲内であり、他の放射性キセノン

は検出されていないことから核爆発起源であるとはみられない。粒子について

は、高崎観測所の試料から、Ｃｓ－１３４、Ｃｓ－１３７が検出されたが、こ

れらは計測上のバックグラウンドとして以前から継続して検出されており、濃

度的にも問題なく、福島原発事故起源と考えられる。沖縄観測所の試料からは

監視対象の粒子状放射性核種は検出されなかった。 

 

 

（参考）仮に放射性核種が地下から漏れ出したとしても、季節風等の影響を受け放射性雲(放



射性プルーム)が周辺の観測所になかなか到達しない場合がある。また、観測所まで到達し

た場合でも、測定結果は、測定装置の仕組み上、放射性雲の移動時間に加えて、最速で希

ガス（放射性キセノン）については大気捕集開始の約３０時間後（移動時間＋約 30時間）、

粒子の場合は約７２時間後（移動時間＋約７２時間）に明らかになる。なお、放射性キセ

ノンについては、ＩＭＳの監視対象核種は４種類で、半減期がＸｅ－１３１ｍは１１．８

４日、Ｘｅ－１３３ｍが２．１９日、Ｘｅ－１３３が５．２４３日、Ｘｅ－１３５が９．

１４時間で時間とともに減少していくことに留意する必要がある。 

 

 

（参考） 

ＮＤＣ－１による震源の位置等の推定は以下のとおり（既報参照）。 

 

 ・発生時刻    ２０１３年２月１２日１１時５７分５０秒（日本時間） 

 ・北緯      ４１．３０９８° 

 ・東経      １２９．０４７７° 

 ・深さ          ０ｋｍ 

・ 実体波マグニチュード（ｍｂ） ４．９ 

 

     

 

                              （了） 

 


